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（
財
政
金
融
委
員
会
）

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
税
関
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
七

号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
我
が
国
の
国
際
競
争
力
強
化
及
び
利
用
者
利
便
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
電
算
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
輸
出
入
等

関
連
業
務
を
一
体
的
に
処
理
で
き
る
よ
う
に
措
置
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
運
営
す
る
独
立
行
政
法
人
通
関
情
報
処
理
セ
ン
タ

ー
を
特
殊
会
社
と
し
て
民
営
化
す
る
等
の
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

関
係
省
庁
シ
ス
テ
ム
と
の
一
体
的
運
営

税
関
手
続
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
民
間
業
務
を
処
理
す
る
通
関
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
（
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ｃ
Ｓ
）
に
つ
い
て
、
新
た

に
港
湾
手
続
、
食
品
衛
生
手
続
、
動
植
物
検
疫
手
続
、
入
国
管
理
手
続
等
の
関
連
す
る
他
の
省
庁
の
手
続
に
関
す
る
業
務
を

電
算
シ
ス
テ
ム
で
一
体
的
に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
措
置
す
る
。

二

通
関
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
の
民
営
化

１

通
関
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
を
解
散
し
、
新
た
に
特
殊
会
社
と
し
て
輸
出
入
・
港
湾
関
連
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社

（
以
下
「
新
会
社
」
と
い
う
。
）
を
設
立
す
る
。
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２

新
会
社
の
目
的
を
、
輸
出
入
等
関
連
業
務
を
迅
速
か
つ
的
確
に
処
理
す
る
た
め
、
必
要
な
電
子
情
報
処
理
組
織
の
運
営

に
関
す
る
業
務
を
営
む
こ
と
と
す
る
。

３

新
会
社
の
業
務
を
、
輸
出
入
等
関
連
業
務
を
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
電
子
計
算
機
等
の

使
用
、
管
理
の
ほ
か
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
デ
ー
タ
、
フ
ァ
イ
ル
の
作
成
、
保
管
等
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

４

役
員
の
選
任
及
び
解
任
の
決
議
、
事
業
計
画
、
定
款
変
更
等
に
つ
い
て
は
認
可
制
と
す
る
。

５

政
府
に
よ
る
過
半
数
の
株
式
保
有
、
主
務
大
臣
に
よ
る
監
督
・
検
査
等
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。

三

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


